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令和３年第２１回公安委員会会議録

自午後 １時３０分
日 時 ８月２６日（木曜日） 場 所 公安委員会室

至午後 ５時４５分

公安委員 下山委員長 高木委員 小野委員 廣塚委員 宮尾委員
会 議

本部長 警務部長 生活安全部長 刑事部長
出席者 警察職員

交通部長 警備部長 情報通信部長

第１ 聴聞等についての決裁
運転免許課長から、聴聞１１件、意見の聴取２０件について説明があり、決裁が行

われた。

第２ 定例会議
１ 窓口業務における受付時間の短縮の本運用について
(1) 目的

この取組は、時間外勤務を前提とした勤務形態の見直しによる時間外勤務の縮
減等職員のワークライフバランスの推進及び夕方の時間帯における交通事故等へ
の事案対処態勢の強化に資することを目的とする。

(2) 試行運用の検証
ア 試行運用の期間

令和３年１月１日から継続中
イ 検証方法

試行運用において受付時間を短縮している窓口を有する所属（警察本部１０
所属及び全ての警察署）に対しアンケート調査を実施した。

(3) 本運用における受付時間等
ア 受付時間

原則、午前９時から午後４時までの間
（従来：原則、午前８時３０分から午後５時１５分まで）
※試行運用と同様とし、一部の業務については、個別の受付時間とする。

イ 短縮する窓口業務
別添のとおり
※試行運用と同様とする。

ウ 本運用への移行日
令和３年９月６日

エ 周知活動
報道機関への広報及び関係機関・団体への周知を実施する。

【委員からの質問等】
委員から「受付時間を短くするということが、サービスの低下と受け止められな

いように、しっかりと広報していただきたい」旨の発言があった。

２ 令和３年上半期の少年非行情勢等について
(1) 少年非行の概況
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ア 刑法犯少年（犯罪少年及び触法少年）の検挙・補導人員

イ 特別法犯少年の検挙・補導人員

ウ 薬物事犯の検挙人員

○ 平成１５年のピーク時から毎年減少

○ 令和３年上半期は８５人で、前年同期比４９人（３６．６％）減少

○ 令和３年上半期の刑法犯総検挙人員に占める少年の割合は７．８％

○ 令和３年上半期は２０人で、前年同期比２９人（５９．２％）減少

○ 罪種別では軽犯罪法違反、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、少年

保護育成条例違反等

○ 令和３年上半期の検挙は無い

○ 令和２年中は１４人（大麻取締法違反１２人、覚醒剤取締法違反２人）

で、大麻事犯が急増
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エ 不良行為少年の補導人員

(2) 福祉犯の検挙状況
ア 福祉犯の検挙人員

イ ＳＮＳ等（ＳＮＳ及び出会い系サイト）に起因する福祉犯検挙人員

(3) 今後の推進施策
ア 非行少年を生まない社会づくりの推進
イ ＳＮＳ等に起因する少年の犯罪被害防止対策の推進

○ 令和３年上半期は３０５人で、前年同期比１２０人（２８．２％）減少

○ 行為別では深夜徘徊（２３：００～５：００）が１５３人で最多

○ 学職別では高校生が１２４人で最多

○ 令和３年上半期は４０人で、前年同期比１９人（３２．２％）減少

○ 被害少年は２７人で、前年同期比１０人（２７．０％）減少

○ 令和３年上半期は２１人で、前年同期比６人（４０．０％）増加

○ 被害少年は１２人で、前年同期比１人（９．１％）増加
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ウ 薬物乱用防止対策の推進

【委員からの質問等】
委員から「少年非行の絶対数は減っているということであるが、少年人口に占め

る割合も減っているのか」旨の質問があり、警察側から「昨年までの統計では減っ
ている」旨の説明があった。
また、委員から「サイバー少年補導員」について質問があり、警察側から「ＳＮ

Ｓ等インターネット利用犯罪から少年を守るため、警察本部長が少年補導員の中か
らサイバー少年補導員を指定しており、ネットを検索し、不適切な書き込みをして
いる少年に対して、身分を明かした上で警告を発する活動をしている」旨の説明が
あった。これに関して、別の委員から「サイバー少年補導員が少ないと感じるが、
増やしていくのか」旨の質問があり、警察側から「検討していきたい」旨の説明が
あった。
さらに、別の委員から「全体的に少年非行は減ってきているが、地域によっては

減り方が少ないところがあると思うので、そこを見ていただきたい」旨の発言があ
った。

３ 令和３年上半期における運転免許証の更新及び自主返納の状況について
(1) 令和３年上半期における運転免許証の更新者数の状況
ア 更新者数

１３０，１８６人（前年同期比＋５，９０７人、＋４．８％）
※ 本年中の更新者見込数は約２６万人（例年２５～３０万人で推移）

イ 更新場所の内訳
(ｱ) 運転免許センター ： ９９，７４０人（総数の７６．６％）
(ｲ) 警察署 ： ３０，４４６人（総数の２３．４％）

(2) 令和３年上半期における運転免許証の自主返納件数の状況
ア 自主返納件数
(ｱ) 総数 ３，０９７件（前年同期比－３４８件、－１０．１％）
(ｲ) うち６５歳以上 ２，９８０件（総数の９６．２％）
※ 過去最高件数は令和元年の７，１３３件、本年見込みは約６～７，０００件

H28 H29 H30 R1 R2 R3.6末

総更新者 273,092 260,837 246,339 266,787 271,841 130,186

センターでの更新者 207,755 202,565 194,014 208,713 207,604 99,740
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運転免許証更新者数の推移
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イ 返納理由（令和３年上半期）
○ 運転の必要なし ２，６８３件（全体の８６．６％）
○ 身体能力の低下 ３２６件（全体の１０．５％）
○ 家族の勧め ８０件（全体の ２．６％）
○ 適性検査の結果を参考 ８件（全体の ０．３％）

【委員からの質問等】
委員から「熊本は公共交通機関が完全には整備されておらず、皆さん不便だから

免許証の返納が難しいものと認識していたが、返納理由の８６．６パーセントが『運
転の必要なし』となっており、意外だった。どういう環境だったから、『運転の必
要なし』と回答できる状況になっているのか」旨の質問があり、警察側から「熊本
市内であればある程度交通網が発達しており、回答者も圧倒的に熊本市内の方が多
いので、８０パーセント以上が『運転の必要なし』と回答していると考えられる」
旨の説明があった。
また、別の委員から「郡部では積極的に行政が関与して、移動のサポートを進め

ている。返納だけでなく、そういうサポートもセットで進めていかないと、郡部の
方では返納できない」旨の意見があった。
さらに別の委員から「高齢者にどう返納してもらうかは、各自治体も悩んでいる

と思う。その中で、県警では看護師３人を免許センターに配置して、その専門家の
アドバイスを受けた高齢者が納得して返納しているということを聞いている。今後、
高齢者の免許証返納が加速する中で、警察署でも看護師などの専門職からの寄り添
ったアドバイスが受けられるようになることも必要だと思う」旨の意見があった。

４ 東京オリンピックに伴う特別派遣結果について
警備部長から報告が行われた。

【委員からの質問等】
委員から「コロナ禍と酷暑で本当に大変な中の警備に、心から敬意と感謝を申し

上げます」旨の発言があり、また、「全国からたくさんパトカーが集まっている中、
熊本県警のパトカーだけが毛筆体であるというネットニュースを見た。熊本らしさ、
地域の存在感というものが、全国で見てもらえたので、良い印象を受けた」旨の発
言があった。

第３ 報告・決裁等

H28 H29 H30 R1 R2 R3.6末

熊本県（総数） 3,659 4,813 5,277 7,133 6,689 3,097

熊本県（65歳以上） 3,492 4,594 5,128 6,902 6,441 2,980

全国 345,313 423,800 421,190 601,022 552,381 260,160
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１ 監察業務の報告
首席監察官から報告が行われた。

２ 苦情（R3№10）調査結果についての決裁
人身安全対策課長から説明があり、決裁が行われた。

３ 第５回行政文書の廃棄に係る意見聴取
広報県民課文書情報室長補佐から説明があり、決裁が行われた。

４ 銃砲刀剣類所持等取締法に基づく指定医の指定についての決裁
生活環境課長から説明があり、決裁が行われた。

５ 苦情（R3№11）調査結果についての決裁
生活環境課長から説明があり、決裁が行われた。

６ 調査嘱託書の回答についての決裁
運転免許課長から説明があり、決裁が行われた。

７ 援助要求の取消についての決裁
警備第二課次席から説明があり、決裁が行われた。

８ 援助要求の取消についての決裁
交通企画課長補佐説明があり、決裁が行われた。

９ 令和３年第２０回公安委員会会議録の決裁
公安委員会事務室から説明があり、決裁が行われた。

10 調査嘱託書受理の決裁
公安委員会事務室から説明があり、決裁が行われた。

11 審査請求(R3№4)受理の報告
公安委員会事務室から報告が行われた。

12 審査請求(R3№4)の審査結果及び弁明書作成の下命についての決裁
公安委員会事務室から説明があり、決裁が行われた。

13 審査請求(R3№2)反論書受理の報告
公安委員会事務室から報告が行われた。
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